
 

 

議 会 の 役 割 

地方議会は、地方自治法により設置が義務付けられており、住民からの直接選挙で選出さ

れた議員で構成される合議体で、次のような役割を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．住民を代表する機関 

議会は、間接民主制（議会制民主主義）のなかにあって住民から直接選挙で選ばれた議員

をもって構成される地方公共団体の議事機関です。 

議員は、住民の代表であり、全体の奉仕者であって、議会活動を通じて町の意志を形成す

る任務があります。 

 

２．地方公共団体の意思を決定する機関 

議会は、町長から提出される予算、決算、条例の制定・改廃、町が締結する契約などを審

議し、その可否を決定する権限を有しています。 

また、議会と町は日南町の発展と住民福祉の向上のために知恵を出し合い、お互いに議論

し協調していく必要があります。 

 

３．提言する機関 

議会は、町長から提出された議案に対し、その可否を判断するばかりでなく、議員にも条

例の制定や改廃等の提案権があります。 

住民の代表である議員が、町内の状況と町の施策を点検・調査し、それを議会で議論する

とともに、町長に提言することにより行政サービスの向上を図ることができます。 

具体的な例として「住宅改修助成条例」や「意欲ある農業者支援条例」などは議会が提案

し制定した条例です。 

 

４．執行機関を監視する機関 

議会は、主権者である住民に代わって執行機関を監視し、執行機関の独断専行をチェック

する機関でもあります。 

監視の具体的な例としては、一般質問、議案に対する質疑、委員会での審査、所管事務調

査等が挙げられます。 

 

５．地方公共団体の内部機関 

地方公共団体は、執行機関（行政）と議決機関（議会）で構成されています。 

執行機関と議決機関は常に対等と言われますが、例えば予算の提案・議決、事務事業の執

行・監視において、お互いに権限と責務があります 

 

６．公益に関する機関意思を決定する機関 

議会の重要な役割のひとつとして、国の各省庁や国会などに、公益に関することについて

意見書を提出することができます。 

 

◆日南町の議員定数の推移と県内町村の状況 

 

＜日南町議会議員定数の推移＞      ＜県内町村の状況＞ (H27.1.1現在) 

年 
議員 

定数 

人口 

(人) 

 
町村名 

議員 

定数 

面積 

(K㎡) 

人口 

(人) 

昭和 34年 24 15,498  日南町 12 340.96 5,226 

昭和 38年 20 14,104  日野町 10 133.98 3,479 

昭和 46年 16 10,875  江府町 10 124.52 3,212 

平成 19年 12 6,108  日吉津村 10 4.20 3,486 

平成 28年 12 4,987  大山町 16 189.83 17,189 

H28年の人口は 9月 15日現在  南部町 14 114.03 11,375 

    伯耆町 14 139.44 11,384 

    三朝町 12 233.52 6,910 

    湯梨浜町 12 77.94 17,433 

 琴浦町 16 139.97 18,452 

    北栄町 15 56.94 15,664 

    若桜町 10 199.18 3,597 

    智頭町 12 224.70 7,653 

  八頭町 16 206.71 18,197 

 岩美町 12 122.32 12,197 

※いずれの表も人口は住民基本台帳に基づく人口です。 
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